
凡例
：台町土地区画整理事業区域

：新たに指定を行う区域指定

（新規指定区域①、新規指定区域②）

：市街化区域

【新規指定区域②】

11号第２指定区域

11-54 上横場

【新規指定区域①】

11号第２指定区域

11-41 上横場

図面３

新たに指定を行う区域（拡大図）
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